
役員推薦基準等要項 

（目的） 

第１条  この要項は、一般社団法人福井県建築組合連合会（以下、「本会」という。）の役員選任

手続規則（案）第７条第２項第１号による役員の推薦をするときの目安とする手順及び基

準を定めることを目的とする。 

 

（理事） 

第２条  理事の推薦は、次の順序及び要領によることを旨とし、その時の情勢により臨機応変に

対応するものとする。 

（１） 推薦委員会は、１ブロックにつき理事を最少３名（２号、３号及び４号の理事を含

む。）を割り当てる。 

（２） 推薦委員会は、各ブロック長などブロック役員の意見を十分に反映しなければなら

ない。 

（３） 青年部部長を理事に推薦すること。 

（４） 選任する役員の定数の一部に立候補者がいる場合は、立候補者の所属ブロック及び

立候補の所信等を考慮して上記事項の推薦要項を配慮するものとする。 

 

（監事） 

第３条 監事の推薦は、次の要領によること。 

（１）監事４名のうち内部監事を３名とし、外部監事を１名とすること。 

（２）外部監事は、税理士、公認会計士又は弁護士とし、これら有資格者に該当者を得ら

れない場合はこれらと同等の学識経験のある者とすること。 

（３）内部監事のうち１名はこれまでに本会の会計理事を経験した者を優先し、これに該

当する者がいない場合または、適当でない場合は、経理に詳しく監査能力を有する者

とすること。 

 

（改正） 

第４条 この要項の改正は、理事会の決議によるものとする。 

 

（施行期日） 

第５条 この要項は、平成２５年４月２４日より施行する。 

 

附則（施行期日） 

１ この要項は、平成２７年４月２２日より施行する。（平成２７年４月２２日第６回理事会にて

変更承認。） 

２ この要項は、平成２９年４月２６日より施行する。（平成２９年４月２６日第６回理事会にて

変更承認。） 

 


